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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(１) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。

① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社の役員並びに従業員は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理念」、「サンワテク

ノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等に掲げる倫理観並びに行動基準を指
針とし、企業の社会的責任を果たしております。また、これを徹底するため、「コンプライアンス規程」の定めに
従い、コンプライアンス委員会を定期的に開催し、企業の社会的責任の基礎となる法令及び定款を遵守するコンプ
ライアンス体制を確立しております。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録等の文書については、「取締役会規程」に基づき作成され、法令及び

「文書管理規程」に基づき、適切に保存し、管理しております。

③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っ

ております。自然災害リスク等の有事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、迅速な情報収
集と適切な対応が実現できる体制を確立しております。

④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、「取締役会規程」に基づき原則月１回開催し、法令又は定款で定められた事項及び経営方針その他

経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。経営上重要な事項について
は、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会においても議論を重ね充実化を図っております。更に経
営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社並びにグループ各社の目標展開、課題への対応を討
議する体制を確立しております。また、「組織規程」、「取締役会規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規
程」を制定し、職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図っております。なお、当社
は執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、執行責任の明確化
及び業務執行の迅速化を図っております。
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⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の経営上の重要事項については取締役会に報告する体制を確
立しております。また、原則月１回開催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めてお
り定期的に報告する体制を構築しております。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

グループ各社の損失の危険の管理に関する規程については、当社の「危機管理規程」に準拠しており業務上
のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っております。また、グループ各
社の重要な会社情報は「関連会社管理規程」に基づき当社の取締役会への報告体制を構築しております。
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

「関連会社管理規程」に当社とグループ会社間の権限と義務関係を明確に定めており、グループ各社の自主
性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運営を確保するための体制を構築しておりま
す。

ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
グループ各社の役員並びに従業員は、当社の「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是の下、「経営理

念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等の倫理観並
びに行動基準を指針とし、企業の社会的責任を果たしております。

⑥ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
及び当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人はおりませんが、経理部、経営管理部は必要に応じて監査等委員
会の職務を補助することができます。また、組織上独立している社長直轄の内部監査室が監査等委員会の職務の補
助を行っております。今後は、必要に応じて監査等委員会の職務補助のための監査等委員会スタッフを置くことと
し、その人事については、監査等委員会の同意を得なければならないものとしております。

⑦ 監査等委員会の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、前号監査等委員会の職務補助のための監査等委員会スタッフの人事異動、人事考課、懲戒処分に関する

事項については監査等委員会の同意を得たうえで決定することとしております。
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⑧ 当社の監査等委員である取締役への報告に関する体制
イ. 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員である取締役に報告をするための
体制
取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすお

それのある事実を発見したときは、監査等委員である取締役に遅滞なく報告するものとしております。また、
監査等委員である取締役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため、取締役会の他に常務
会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席するとともに主要な稟議書、
その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く）または
使用人に説明を求めるものとしております。

ロ. 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員である取締役に
報告をするための体制
監査等委員である取締役は関連会社経営会議に出席し、業務の執行状況及び経営上重要な報告を受けている

ことに加えて、会計監査人、内部監査室の監査計画を確認の上、監査計画を立案し、子会社の監査も実施して
おります。会計監査人が実施した子会社監査結果については会計監査人または監査随伴担当者から報告を受
け、意見交換を行っております。また、グループ各社の経営上の重要事項については「関連会社管理規程」の
定めに従って報告されることになっており、監査等委員である取締役はその主要な稟議書、その他業務執行に
関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めるものとしております。

⑨ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制

前号の報告をした者に対しては、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・ライン制度規程」に準拠
して保護と秘密保持に最大限の配慮を行うこととしております。

⑩ 当社の監査等委員会の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等を請求したときは、担当部門において審議

のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
速やかに当該費用又は債務を処理いたします。また、監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁する
ため、半期に一度、一定額の予算を立案しております。
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⑪ その他当社の監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保するため、監査等委員である取締役は、取締役会

の他、常務会、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議などの重要な会議に出席しております。さらに
経理部、経営管理部は必要に応じて監査等委員である取締役の職務を補助することができ、内部監査室及び会計監
査人は監査等委員である取締役と連携を図り、適切な意思疎通と監査に必要な情報の共有及び実効的な監査業務の
遂行の支援をしております。

(２) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な取り

組みを行っております。

① 取締役の職務執行
取締役会は社外取締役４名を含め11名で構成されております。原則として月１回の定例取締役会にて、業績の

進捗確認、法令で定められた事項および経営上の重要事項を決議するとともに、業務執行の状況を監督しておりま
す。また、経営上重要な事項については、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会にてさらに議論を
重ね充実化を図り、加えて、経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議において当社及びグループ全般の
目標展開、課題への対応を討議しております。

② リスクマネジメント
「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図っ

ております。自然災害リスク等の有事の際は「危機管理規程」の定めに従って対策本部が設置され、「安否確認シ
ステム」により迅速な情報収集を行い、適切な対応を実施しております。

③ グループ会社の管理体制
「関連会社管理規程」に基づき、グループ各社の業績の見通し及び、経営上の重要事項を取締役会に報告してお

ります。また、原則として月１回開催している関連会社経営会議においても重要事項の事前了承を求めており定期
的に報告を受けております。
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④ 監査等委員会の監査体制
監査等委員会は社外取締役２名を含む３名で構成されております。監査等委員会は、取締役会に加え、常務会、

経営会議、関連会社経営会議、サンワグループ会議に出席し、業務の執行状況を直接的に確認しております。ま
た、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把
握しております。監査等委員会監査は、基本的に会計監査人、内部監査室の監査と併せて実施しております。加え
て、内部監査室・会計監査人・社外取締役と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図っております。

⑤ コンプライアンス
当社は管理部門管掌役員を委員長とするコンプライアンス委員会を年２回開催し、コンプライアンスの徹底強化

を図っております。審議内容については定期的に取締役会に報告をしております。また、内部通報制度（コンプラ
イアンス・ライン）を設けることで、コンプライアンスの実効性を高めております。

－ 5 －



連結株主資本等変動計算書（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日） (単位：百万円)

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,727 3,548 23,827 △300 30,802
　会計方針の変更による
　累積的影響額 △0 △0

会計方針の変更を反映した当
期首残高 3,727 3,548 23,827 △300 30,801

当期変動額

剰余金の配当 △536 △536

親会社株主に帰属する当期純利益 3,577 3,577

自己株式の取得 △600 △600

譲渡制限付株式報酬 1 33 35

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計 － 1 3,040 △566 2,475

当期末残高 3,727 3,549 26,867 △867 33,277

その他の包括利益累計額
純資産合計

その他有価証券評価差額金 為替換算調整勘定 その他の包括利益累計額合計

当期首残高 4,235 △7 4,228 35,030
　会計方針の変更による
　累積的影響額 △0

会計方針の変更を反映した当
期首残高 4,235 △7 4,228 35,030

当期変動額

剰余金の配当 △536

親会社株主に帰属する当期純利益 3,577

自己株式の取得 △600

譲渡制限付株式報酬 35

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額） △514 1,032 517 517

連結会計年度中の変動額合計 △514 1,032 517 2,993

当期末残高 3,721 1,024 4,746 38,023

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
⑴ 連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた連結子会社は、サンワトリニティ(株)、サンワロジスティック(株)、サンワテクノスシン
ガポール、サンワテクノスホンコン、サンワテクノスヨーロッパ、サンワテクノスアメリカ、サンワテクノス台
湾、サンワテクノスマレーシア、上海サンワテクノス、サンワテクノスタイランド、サンワテクノス深圳、サン
ワテクノスインドネシア、サンワテクノスフィリピン、サンワテクノスメキシコ、サンワテクノスベトナムの
15社であります。

⑵ 持分法の適用に関する事項
持分法非適用の関連会社は、１社であります。持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用か
ら除外しております。

⑶ 会計方針に関する事項
① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・市場価値のない株式等以外のもの 期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主とし
て移動平均法により算定）

・市場価値のない株式等 移動平均法による原価法
② デリバティブの評価基準及び評価方法

・デリバティブ 時価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品
・電子部品 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

・その他 先入先出法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

④ 固定資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。
ただし、当社及び国内連結子会社が1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
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ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。

ハ. リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
⑤ 引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 役員退職慰労引当金 一部の連結子会社は、役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職
慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥ 収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益は、主に卸売等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行

義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲
得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

なお、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。

⑦ 退職給付に係る会計処理の方法
イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい
ては、期間定額基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、その発生した連結会計年度で一括費用処理しております。

ハ. 小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要

支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
⑧ 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法 為替予約取引及び金利スワップ取引については、原則として繰延ヘッ
ジ処理によっております。ただし、為替予約の振当処理の要件を満た
すものについては振当処理によっており、金利スワップの特例処理の
要件を満たすものについては特例処理によっております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段 為替予約取引及び金利スワップ取引
・ヘッジ対象 外貨建債権債務及び長期借入金の支払金利
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ハ. ヘッジ方針 為替予約取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来
の為替レートの変動リスクを回避する目的で行っております。また、
金利スワップ取引は、金利変動による借入債務の損失可能性を減殺す
る目的で行っております。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認してい
るため、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引
については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省
略しております。

3. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又
はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、買戻し契約に該当する有償支給取引について支給先となる場合は、従来は有償支給元からの支給時
に支給品を棚卸資産として認識し、有償支給元への売戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、支給品
を棚卸資産として認識することを中止するとともに、有償支給元への売戻し時に加工代相当額のみを純額で収益と
して認識する方法に変更しております。

また、有償支給取引について支給元となる場合は、従来は有償支給先への譲渡時に支給品の消滅を認識し、有償
支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、支給品を棚卸資産として引き続き認識するととも
に、有償支給先から受け取る対価を収益として認識しない方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期
首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第
86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の
額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当連結会計年度の売上高及び売上原価は170億43百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び
税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は0百万円減少しておりま
す。
（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業
会計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。
　また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うことといたしました。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 1,704百万円
⑵ 担保提供資産

普通株式 16,044,000株

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額
（百万円）

１ 株 当 た り
配 当 額 （ 円 ） 基 準 日 効 力 発 生 日

2021年５月７日
取 締 役 会 普 通 株 式 268 17 2021年３月31日 2021年６月10日

2021年10月29日
取 締 役 会 普 通 株 式 268 17 2021年９月30日 2021年12月１日

決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 配当金の総額
(百万円)

１ 株 当 た り
配当額（円） 基 準 日 効 力 発 生 日

2022年５月９日
取 締 役 会 普 通 株 式 利 益 剰 余 金 308 20 2022年３月31日 2022年６月９日

4. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に

係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

　商品　　12,006百万円

商品は「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づき評価しており、原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）を採用しております。なお、一定の滞留期間を超えた商品の販売可能性等について、評価時点で入手可能
な情報等に基づき合理的と考えられる様々な要因を勘案して検討し、所定の条件を満たさないものについては簿価
を処分見込価額まで切り下げる方法等により、評価損を見積り計上しております。

翌連結会計年度の商品の評価損は、将来の不確実な経営環境や得意先の生産計画の変化等により影響を受ける可
能性があります。

5. 連結貸借対照表に関する注記

① 投資有価証券1,248百万円は、取引の保証金として担保に供しております。
② 土地19百万円及び建物１百万円を支払手形及び買掛金の担保に供しております。

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

⑵ 配当に関する事項
① 配当金の支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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(単位:百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

投資有価証券

    その他有価証券 7,211 7,211 －
資産計 7,211 7,211 －

1年内返済予定の長期借入金 2,400 2,400 0

負債計 2,400 2,400 0

デリバティブ取引 － － －

7. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達
しております。

受取手形、売掛金及び契約資産並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク
低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把
握を行っております。

借入金の使途は運転資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息
の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は社内管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしてお
ります。

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
2022年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額４百万円）は、「その他有価証
券」には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記
録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務並びに短期借入金は、短期間で決済されるものであるため時価が帳
簿価額に近似することから、注記を省略しております。

⑶ 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
投資有価証券
　その他有価証券

株式 7,211 － － 7,211
資産計 7,211 － － 7,211

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

1年内返済予定の長期借入金 － 2,400 － 2,400

負債計 － 2,400 － 2,400

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（下記「１年内返済予定の長期借入
金」参照）。また、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体
として処理されております。

１年内返済予定の長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて

算定する方法によっておりレベル２の時価に分類しております。なお、変動金利による長期借入金は金利ス
ワップの特例処理の対象とされており（上記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として
処理された元利金の合計額を用いて算定しております。
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報告セグメント その他
（注） 合計

日本 アジア 欧米 計

電機 20,324 10,427 446 31,198 － 31,198

電子 75,029 35,831 3,794 114,655 － 114,655

機械 5,720 929 1,188 7,839 721 8,560

顧客との契約から
生じる収益 101,074 47,188 5,429 153,693 721 154,414

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売上高 101,074 47,188 5,429 153,693 721 154,414

当連結会計年度期首 当連結会計年度期末
顧客との契約から生じた債権 42,453 51,997

契約負債 220 637

⑴ １株当たり純資産額 2,462円10銭
⑵ １株当たり当期純利益 228円33銭

8. 収益認識に関する注記
⑴顧客との契約から生じる収益を分解した情報

主要な財又はサービス別に分解した収益の情報は以下のとおりであります。
（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、国内子会社の事業活動を含ん
でおります。

⑵顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表　２．連結計算書類の作成の

ための基本となる重要な事項に関する注記等　⑥収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、
記載を省略しております。

⑶契約資産及び契約負債の残高等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（注）連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は受取手形、売掛金及び契約資産並びに電子記録
債権に含まれております。また、契約負債はその他流動負債に含まれております。なお、当連結会計年度の期
首現在の契約負債残高は、ほとんど全て当連結会計年度の収益として認識されております。

９. １株当たり情報に関する注記
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株主資本等変動計算書（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日） (単位：百万円)
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資  本
準備金

その他
資  本
剰余金

資本剰余金
合　計

利  益
準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合  計別  途

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 3,727 3,129 418 3,548 197 13,653 1,971 15,821
　会社方針変更による
　累積的影響額 △0 △0

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 3,727 3,129 418 3,548 197 13,653 1,970 15,821

事業年度中の変動額
別途積立金の積立 600 △600 －
剰余金の配当 △536 △536
当期純利益 2,759 2,759
自己株式の取得
譲渡制限付株式報酬 1 1
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － 1 1 － 600 1,622 2,222
当期末残高 3,727 3,129 419 3,549 197 14,253 3,593 18,044

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計自己株式 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金
評価・換算差額等

合      計
当期首残高 △300 22,796 4,111 4,111 26,908
　会社方針変更による
　累積的影響額 △0 △0

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 △300 22,795 4,111 4,111 26,907

事業年度中の変動額
別途積立金の積立 － －
剰余金の配当 △536 △536
当期純利益 2,759 2,759
自己株式の取得 △600 △600 △600
譲渡制限付株式報酬 33 35 35
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額) △514 △514 △514

事業年度中の変動額合計 △566 1,658 △514 △514 1,143
当期末残高 △867 24,453 3,596 3,596 28,050

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物 定額法

個別注記表
１. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

２. 重要な会計方針に関する注記
⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
② その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの………期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 …………移動平均法による原価法
⑵ デリバティブの評価基準及び評価方法

・デリバティブ 時価法
⑶ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品
・電子部品 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

・その他 先入先出法による原価法
（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

⑷ 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

上記以外の有形固定資産 定率法
② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法（自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法）
③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と
する定額法
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⑸ 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、期間定額基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、その発生した事業年度で一括費用処理しております。

⑹ 収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益は、主に卸売等による販売であり、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡す履行

義務を負っております。当該履行義務は、商品を引き渡す一時点において、顧客が当該商品に対する支配を獲
得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。

なお、商品の国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期
間である場合には、出荷時点で収益を認識しております。

⑺ 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 為替予約取引及び金利スワップ取引については、原則として繰延ヘッジ処

理によっております。ただし、為替予約の振当処理の要件を満たすものに
ついては振当処理によっており、金利スワップの特例処理の要件を満たす
ものについては特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段 為替予約取引及び金利スワップ取引
・ヘッジ対象 外貨建債権債務及び長期借入金の支払金利

③ ヘッジ方針 為替予約取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為
替レートの変動リスクを回避する目的で行っております。また、金利スワ
ップ取引は、金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行っ
ております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているた
め、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引について
は、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しておりま
す。
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3. 会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサ
ービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、買戻し契約に該当する有償支給取引について支給先となる場合は、従来は有償支給元からの支給時
に支給品を棚卸資産として認識し、有償支給元への売戻し時に売上高と売上原価を計上しておりましたが、支給品
を棚卸資産として認識することを中止するとともに、有償支給元への売戻し時に加工代相当額のみを純額で収益と
して認識する方法に変更しております。

また、有償支給取引について支給元となる場合は、従来は有償支給先への譲渡時に支給品の消滅を認識し、有償
支給先から受け取る対価を収益として認識しておりましたが、支給品を棚卸資産として引き続き認識するととも
に、有償支給先から受け取る対価を収益として認識しない方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益
剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定
める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契
約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当事業年度の売上高及び売上原価は165億94百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益及び
税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は0百万円減少しております。

　（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
　う。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会
　計基準第10号　2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
　な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

4. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類

に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

商品　　6,511百万円

商品は「棚卸資産の評価に関する会計基準」に基づき評価しており、原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げ
の方法）を採用しております。なお、一定の滞留期間を超えた商品の販売可能性等について、評価時点で入手可能
な情報等に基づき合理的と考えられる様々な要因を勘案して検討し、所定の条件を満たさないものについては簿価
を処分見込価額まで切り下げる方法等により、評価損を見積り計上しております。

翌事業年度の商品の評価損は、将来の不確実な経営環境や得意先の生産計画の変化等により影響を受ける可能性
があります。
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⑴ 有形固定資産の減価償却累計額 1,374百万円
⑵ 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

① 短期金銭債権 4,127百万円
② 短期金銭債務 319百万円

関係会社に対する売上高 14,736百万円
関係会社よりの仕入高 5,826百万円
関係会社とのその他の営業取引高 12百万円
関係会社との営業取引以外の取引高
（営業外収益） 466百万円

普通株式 600,439株

5. 貸借対照表に関する注記

⑶ 担保提供資産
　投資有価証券1,248百万円は、取引の保証金として担保に供しております。

⑷ 保証債務
関係会社サンワトリニティ㈱の仕入債務115百万円及び関係会社上海サンワテクノスの金融機関からの借入債

務979百万円に対して債務保証を行っております。
また、上記のほか、金融機関に対する債権流動化に伴う買戻義務限度額が1,411百万円あります。

6. 損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

7. 株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数
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貸倒引当金 63百万円
未払賞与 287百万円
未払事業税 62百万円
減損損失 130百万円
退職給付引当金 290百万円
長期未払金 54百万円
関係会社株式評価損 51百万円
関係会社出資金評価損 38百万円
その他 135百万円

小計 1,114百万円
評価性引当額 △361百万円

合計 753百万円

その他有価証券評価差額金 △1,587百万円
合計 △1,587百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △833百万円

8. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰延税金負債
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種　 類
会　社　等　の
名　　　　　称

議決権等の所有
（被所有）割合

関 連 当 事 者
と  の  関  係

取 引 の 内 容 取 引 金 額 科　　目 期 末 残 高

子 会 社
サンワテクノス
アメリカ

所有
直接

100.0％

当社の製品の
販　 売　 等

機械器具及び
電子部品等の
販売（注）１

1,100百万円 売 掛 金 738百万円

子 会 社
上海
サンワテクノス

所有
直接

100.0％

当社の製品の
販　 売　 等
役 員 の 兼 任

機械器具及び
電子部品等の
販売（注）１

金融機関から
の借入に対す
る債務保証

（注）2

5,884百万円

   979百万円

売 掛 金

－

735百万円

－

当事業年度期首 当事業年度期末
顧客との契約から生じた債権 36,764 42,902
契約負債 23 161

9. 関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）1. 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉の上で決定しておりま

す。
2．金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。債務保証に係る保証料等は受領しておりませ

ん。

10. 収益認識に関する注記
⑴顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「個別注記表　２．重要な会計方針に関する
注記　⑹収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

⑵契約資産及び契約負債の残高等
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（注）貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は受取手形、電子記録債権並びに売掛金に含まれており
　ます。また、契約負債はその他流動負債に含まれております。なお、当事業年度の期首現在の契約負債残高は、
　ほとんど全て当事業年度の収益として認識されております。
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⑴ １株当たり純資産額 1,816円31銭
⑵ １株当たり当期純利益 176円14銭

11. １株当たり情報に関する注記
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